
◎被災者支援システム

①地域情報プラットフォーム準拠

連携先ユニットの設定は複数登録が可能です。
※広域連携している近隣の他自治体の業務アプリケーションとの連携も可能。

平成２９年３月、内閣府より「被災者台帳の作成等に関する実務指針」が示されその中で下記の
内容が盛り込まれています。被災者支援システムにおいても内閣府の指針に対応するため、準拠
登録を行い当該標準仕様に準拠したシステムとしました。

(一財)全国地域情報化推進協会(APPLIC)において、平成27年度より地方
公共団体及びシステム開発の企業等をメンバーとする検討会を開催し、
被災者台帳に係るデータについて検討を行い、自治体業務のデータ連携
が進むよう、関係システム間で受け渡しを行う際の標準仕様(データ形
式、入出力に係る仕様)を設定し、平成28年11月に公開した。平成29年4
月より準拠登録製品(被災者台帳管理ユニット及び連携する自治体業務
アプリケーションユニット、GIS ユニット)の受付を開始する予定。つ
いては、今後、被災者台帳に係るシステムを整備する市町村におかれて
は、当該標準仕様に準拠したシステムとすることが望ましい。

内閣府「被災者台帳の作成等に関する実務指針 P7」より



②ＳＯＡＰ連携による検索、データ更新

③ＣＳＶによるデータ一括取り込み

ＳＯＡＰ検索画面から、既存の住民情報システムや障害福祉システム、健康管理システム、介護保
険システムのデータを直接検索することができます。
※検索対象のシステムも最新の地域情報プラットフォームに準拠している必要があります。

最新の地域情報プラットフォームに準拠している住民情報システムや障害福祉システム、健康管理
システム、介護保険システムから出力したＣＳＶをそのまま取り込むことが可能です。


